
地域再生計画｢ＮＰＯ等との協働推進によるまちづくり｣新旧対照表 

変 更 後 変 更 前 
１ ～ ３ （略） 

 

４ 地域再生計画の目標 

（１）現状 
   （略） 

（２）課題 

   （略） 

（３）目標 
市民等の「協働」への参画を促進するとともに、支援室を

ＮＰＯ等と行政をつなぐ中間組織として有効に活用し、個々

の団体ではとらえきれないより大きなテーマをとり上げて、

協働事業へとステップアップさせ、本市における「協働」を

実践していく。 
こうした取組を推進することにより、本市の基本構想で掲

げる「人間を大切にするまち」の実現を目指す。 
 
【目標１】協働事業への市民参加の促進 

市民意識調査（市民 3,000 人を無作為抽出して実施す

るアンケート調査）において、協働事業への参加実績

をもつ市民の割合を、現状（平成 20 年５月）の約 16％
から平成 22 年度末までに 20％以上に向上させる。 

 

１ ～ ３ （略） 

 

４ 地域再生計画の目標 

（１）現状 
   （略） 

（２）課題 

   （略） 

（３）目標 
市民等の「協働」への参画を促進するとともに、支援室を

ＮＰＯ等と行政をつなぐ中間組織として有効に活用し、個々

の団体ではとらえきれないより大きなテーマをとり上げて、

協働事業へとステップアップさせ、本市における「協働」を

実践していく。 
こうした取組を推進することにより、本市の基本構想で掲

げる「人間を大切にするまち」の実現を目指す。 
 
【目標１】協働事業への市民参加の促進 

市民意識調査（市民 3,000 人を無作為抽出して実施す

るアンケート調査）において、協働事業への参加実績

をもつ市民の割合を、現状（平成 20 年５月）の約 16％
から平成 22 年度末までに 20％以上に向上させる。 

 



【目標２】協働事業の創造 
ＮＰＯ等と連携して、市民のニーズや市民活動団体等

からの事業提案と本市の業務活動をマッチングさせ、

平成 22年度末までに新たにまちづくりに関する協働事

業を16事業立ち上げる。 
（ 2 1そのうち、平成 1 年度の支援措置において 事業立

ち上げを目標） 
（平成２０年度実績） 
新規事業として「市民のための防災学校２００８」、「分

譲マンション・木造住宅の耐震化についての啓発活動」

等、計５事業立ち上げた。 
 

５ 目標を達成するために行う事業 

５－１ 全体の概要 

   （略） 

５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 

   （略） 

 
削除 

 
 
 
 

【目標２】協働事業の創造 
ＮＰＯ等と連携して、市民のニーズや市民活動団体等

からの事業提案と本市の業務活動をマッチングさせ、

平成 22年度末までに新たにまちづくりに関する協働事

業を15事業立ち上げる。 

( )

 

 

 

 

 

 

 

５ 目標を達成するために行う事業 

５－１ 全体の概要 

   （略） 

５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 

   （略） 

 

５－３－１ 基本方針に基づく支援措置 基本方針別表１  
（１） 支援措置名称及び番号 
官民パートナーシップ確立のための支援事業[B2001] 
（２） 実施主体 
くにたちＮＰＯ活動支援室 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５－３－１ 基本方針に基づく支援措置 

（１） 支援措置名称及び番号 
官民パートナーシップ確立のための支援事業[B2001] 
（２） 実施主体 
特定非営利活動法人 いきいき市民協働ネット 
（３） 事業の概要 
市内で活躍する幅広い分野の有能人材を活用し、地域の教え

（３） 事業の概要 
市内で活動するＮＰＯが参加している支援室では、行政と

の協働の実践として、個々の団体ではとらえきれないテー

マをとり上げ、支援室全体として取り組むこととしてお

り、頻発する大地震に鑑みて、平成 9 年度から防災をと1
り上げて、防災に関する情報収集やテーマに沿った様々な

講座を開催してきた。 
平 20成 年度のテーマを「災害時の自助」とし、本支援措

置の活用により防災講座等を開催することとしており、参

加した市民に防災知識を系統的に身に付けてもらい、防災

に対する意識の向上を図る。 
また、防災意識の高い市民を一人でも多く養成することに

より、将来的にはそれらの人達が地域の防災リーダーとし

て活躍することを目指す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



たい人と学びたい人をつなぐイベントを開催する。事業の運

営段階では、そのノウハウをもつ支援室からアドバイスを受

ける。 
語学・音楽・教養・スポーツ・伝統芸能などの共同学習やレ

ッスンを行っている地域のサークル・個人を募集し、生涯学

習や地域コミュニティへの参加に意欲的な市民を対象とし

て、活動紹介を中心に、両者が交接する機会を設ける。 
そして、市民同士の活動を促すことにより、地域コミュニテ

ィ形成を目指す。 
 
 
５－３－２ 基本方針に掲げられた支援措置によらない独自の

取組 
（１） ＮＰＯ等と行政との協働推進セミナー開催事業 

「協働」をテーマにした市民向けセミナーを支援室が、

職員向けセミナーを本市が実施し、市民の理解と関心を高

め、「協働」への参画を促進する。 
（２） ＮＰＯ等と行政との協働推進懇談会開催事業 

本市とＮＰＯ等との懇談会を実施し、活動状況の情報交換

や協働事業化の検討等を行う。 
（３） くにたちＮＰＯ・市民交流会開催事業 

市民を対象としたイベント「くにたちＮＰＯ・市民交

流会」を支援室と本市が協働で開催し、ＮＰＯの活動等の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５－３－２ 基本方針に掲げられた支援措置によらない独自の

取組 
（１） ＮＰＯ等と行政との協働推進セミナー開催事業 

「協働」をテーマにした市民向けセミナーを実施し、

市民の理解と関心を高め、「協働」への参画を促進する。 
 

（２） ＮＰＯ等と行政との協働推進懇談会開催事業 
ＮＰＯ等との懇談会を実施し、活動状況の情報交換や

協働事業化の検討等を行う。 
（３） くにたちＮＰＯ・市民交流会開催事業 

市民を対象としたイベント「くにたちＮＰＯ・市民交

流会」を支援室と本市が協働で開催し、ＮＰＯの活動等の



普及・啓発を行う。 
（４） くにたちＮＰＯ活動支援室運営協働事業 

ＮＰＯに対する情報提供、相談活動等を支援室と本市

が協働で行い、ＮＰＯ活動への支援を強力に推進する。ま

た、支援室を協働事業の立ち上げ拠点として有効に活用し

ていく。 

（５） 市民のための防災学校（平成 20 年度官民パート

ナーシップ確立のための支援事業で行った取組を独自に継

続） 

市内で活動するＮＰＯが参加している支援室において、本

市との協働の実践として、防災講座等を開催する。支援室

が事業の主体として企画・運営し、本市からは、職員の講

師派遣、防災備蓄食料の提供、市広報紙でのＰＲなどを分

担し事業を実施する。これらの講座を通じ参加した市民に

防災知識を系統的に身に付けてもらい、防災に対する意識

の向上を図る。 

また、防災意識の高い市民を一人でも多く養成することに

より、将来的にはそれらの人達が地域の防災リーダーとし

て活躍することを目指す。 
 

６ ～ ８ （略） 

 

普及・啓発を行う。 
（４） くにたちＮＰＯ活動支援室運営協働事業 

ＮＰＯに対する情報提供、相談活動や会議スペース貸

与等の支援室の運営を支援室と本市が協働で行い、ＮＰＯ

活動への支援を強力に推進する。また、支援室を協働事業

の立ち上げ拠点として有効に活用していく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６ ～ ８ （略） 

 
 


